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令和２年度輸入食品監視指導計画等に関する監視業務説明会について 

 

 

 

 時下、益々御盛栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素より、輸入食品等の安全性確保に係る監視指導業務について、御理解と

御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 さて、本年度の当所における輸入食品監視指導計画等に関する監視業務説明

会については、新型コロナウイルスによる感染が拡大している状況を鑑み、開

催を中止することとし、当所窓口での別添、資料の配布をもって代えさせてい

ただくこととしました。 

なお、資料に関する質疑・要望事項については、お手数ですが、お電話又は

別紙によりファックスにて御連絡いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【照会先】 

小樽検疫所 食品監視課 

電 話  0134-32-4304 

ＦＡＸ  0134-25-6069 

担当 ： 櫻井、伊澤 



別紙 

小樽検疫所食品監視課 宛 

 

 

令和２年度輸入食品監視指導計画等に関する質疑・要望事項 
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 【連絡先】 

  小樽検疫所食品監視課 担当：櫻井、伊澤 

    電  話 ０１３４－３２－４３０４ 

      ＦＡＸ  ０１３４－２５－６０６９ 

 

 



別添 

令和 2年 5月 11日 

 

令和 2年度輸入食品監視指導計画等（概要） 

 

小樽検疫所食品監視課 

１．令和元年度輸入食品監視指導結果 

 （１）全国の届出件数 2,545,299件（前年度 2,482,623件） 

 （２）小樽検疫所管内 届出及びモニタリング検査実施状況(件数)  

※令和元年度は速報値 

     

（３）小樽検疫所管内 食品衛生法違反事例（令和元年度） 
生産国・品目 不適格内容 検査内容 条文 

マレーシア産 調整油脂 TBHQ 190㎍/g検出 自主検査 第 10条 

台湾産 加熱後摂取冷凍食品（未加熱）：タピオカボール 生菌数 2.7×107/g,E.coli陽性 自主検査 第 11条 

中国産 冷凍生食用むき身ウニ 生菌数 1.2×105/g 自主検査 第 11条 

中国産 冷凍生食用ゆでがに（フレーク） 生菌数 2.9×105/g 自主検査 第 11条 

中国産 冷凍生食用ゆでがに（本ずわい蟹棒肉） 生菌数 1.2×106/g 自主検査 第 11条 

中国産 冷凍生食用ゆでがに（紅ずわい蟹棒肉） 生菌数 2.1×105/g 自主検査 第 11条 

中国産 無加熱摂取冷凍食品：おくら 大腸菌群陽性 モニタリング検査 第 11条 

米国産 うるち精米 カビの発生 行政検査 第 6条 

ベトナム産 冷凍甘エビ頭 二酸化硫黄 0.11g/kg検出 モニタリング検査 第 11条 

韓国産 Ｄ－ソルビトール液 純度試験 不適 モニタリング検査 第 11条 

米国産 小麦(HARD RED WINTER) カビの発生 行政検査 第 6条 

米国産 小麦(WESTERN WHITE) カビの発生 行政検査 第 6条 

中国産 生食用冷凍むきウニ 生菌数 6.1×105/g 自主検査 第 11条 

米国産 うるち精米 カビの発生 行政検査 第 6条 

畜産食品(7%) 畜産加工品(3%)

水産食品(8%)

水産加工品(9%)

農産食品(3%)

農産加工品(15%)

その他の食品(3%)

飲 料(6%)
添加物(2%)

器 具(40%)

容器包装(1%) おもちゃ(4%)

令和元年度小樽検疫所届出品目の構成（％）
※届出件数 計34,505件

検疫所 平成 30年度 

届出件数 

令和元年度 

届出件数 

届出件数 

前年度比(％) 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ検査 

件数 

小樽 29,895 31,321 104 1,884 

千歳空港 2,871 3,184 110 85 

合計 32,766 34,505 105 1,969 



                                                                                         

 

 

２．令和 2年度輸入食品監視指導計画 

 （１）適用期間：令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

（２）令和 2年度のモニタリング検査等について 

   ①モニタリング検査 

    令和 2年度計画件数（全国）：99,700件（対前年度比△約 700 件(増)）とし、違反

の状況等を踏まえた検査を実施するほか、輸入食品が関係する国内における食中毒

事例や海外における検出状況等を踏まえ、病原微生物に係る検査（対前年度比 

△約 1000件）についても実施します。 

小樽検疫所（千歳空港を含む。）においては、前年度と同等以上の計画件数を実施

する予定です。引き続き、検査該当の貨物を保管場所から流通する場合には流通状

況の把握に努め、販売計画書を提出してください。 

 

   ②モニタリング検査以外の行政検査 

    初回輸入時、輸出国での衛生管理が特に重要な食品等が輸入される場合、輸送途中

で事故が発生した場合等において必要に応じて検査を実施します。また、輸入者によ

る自主管理を促進するため、輸入届出の内容と実際の貨物の同一性を確認する貨物確

認検査について実施します。検査においては、必要に応じて貨物の開梱、採取を行う

場合があります。 

 

３．輸入者等における衛生管理 

 （１）適正な輸入届出 

① 生産者等を通じて正確かつ最新の情報を入手して適正な輸入届出を行い、特に初

回輸入時の食品等及び食肉、水産物等の輸出国での衛生管理が重要な食品に対して

は、輸入届出の内容と実際の貨物が同一であるか確認してください。 

 

② 継続的に輸入する場合にあっては、原材料、製造方法等に変更がないこと、輸入

届出の内容と実際の貨物が同一であること及び輸入届出時に提示する自主検査等の

成績書の品目と輸入届出貨物が同一であることについて十分確認してください。 

 

（２）検査強化対象品目の確認 

    届出に必要な正確な情報(特に製造者(所)、輸出者、包装者、原産国等)を入手し

て検査強化対象品目（命令検査、自主検査）に該当するものであるか輸入の都度、

確認してください。 

 

 （３）輸入前事前相談 

     特に過去に輸入したことのない食品等や同種の食品について過去に法違反事例

又は衛生上の問題が確認されているものについては、事前に輸入食品相談指導室に

相談してください。相談は、輸入する商品等が具体的に決まり、製造工程、原材料

等に関する資料を入手しましたら FAXにより相談内容を明記の上、資料等を送付し

てください。 

【照会先】小樽検疫所 食品監視課 輸入食品相談指導室  

電話：0134-32-4304 FAX：0134-25-6069 



                                                                                         

 

 

４．その他、留意事項 

（１）昨年度に発出された通知等 

   ①中国における輸出停止企業の取扱いについて (令和 2年 1月 28 日付 事務連絡) 

中国政府の機構改革に伴い、輸出停止企業に係るリストについて運用が停止さ

れましたので、届出書備考欄に「NO LIST」等の記載は不要です。 

 

   ②「食品中の食品添加物分析法」の改正について 

(令和元年 6 月 28日付 薬生食基発 0628 第 2 号,薬生食監発 0628 第 2号) 

食品添加物の試験法が改正され、令和元年 6月 28日より適用（令和 2年 6月 27

日までの間は従前の例によることができる。）しています。 

登録検査機関にあっては、輸入時の自主検査の実施において、改定法に従い検

査を実施するようお願いします。 

 

（２）FAINSによる届出書の作成 

①自主検査を実施している場合は、届出実績番号欄に検査実施時の届出番号を記載又

は、備考欄に検査年月日及び検査項目(器具・容器包装、おもちゃの届出は「規格検

査」の記載)を記載して下さい。 

②自主検査を実施していない継続輸入の食品等については、届出実績番号の記載は不

要である旨、連絡していましたが、初回貨物を初回と申告することなく届出した事

例があることから、届出実績番号欄に実績番号の記載又は備考欄に「実績あり」を

記載して下さい。 

③製造者(所)、輸出者、包装者に個別の輸入食品監視支援業務関連コード（以下、個

別コード）が付与されている場合は個別コードを使用して下さい。 

④原材料や製造方法で個別コードが無い場合は、日本語で直接入力(原材料：ZYY、製

造方法:ZOO)して下さい。 

⑤添付書類は、MSF01 を利用して電子ファイル(PDF形式)で届出に添付して下さい。 

なお、資料を添付して届出した届出書に追加資料を添付する場合は、添付したす

べての資料を再添付して登録するようにお願いします。 

 

 （３）新型コロナウイルスによる業務影響 

① 世界的な感染拡大を受け、全世界的に郵便・物流システムの停滞が懸念されていま

す。輸入食肉等に係る衛生証明書が通関手続きまでに到着しない等の場合にあって

は検疫所窓口にご相談下さい。 

② 検疫所による検疫強化に伴う検査業務の集約化及び国内物流事業者の業務縮小 

により、モニタリング検査の結果が検査機関に検体が到着してから７開庁日以降に

なる場合があります。 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

 

（４）食品衛生法の改正 

①器具・容器包装（以下、器具等）のポジティブリスト制度 

・  器具等の安全性や規制の国際整合性の確保のため、規格が定まっていない原材料

を使用した器具等の輸入販売等を禁止し、安全が担保されたもののみ使用できる

ことになります。規格は厚生労働省のホームページに掲載されているポジティブ

リストで確認することができます。 

 

・  制度の対象は合成樹脂製の器具等の原材料とし、管理する物質は、基ポリマー（微

量モノマーを含む。）及び添加剤・塗布剤等となります。施行は本年 6月 1日とな

り、輸入するすべての製品に使用される原材料がリストに適合していることを製

造者または輸出者等より文書で確認して下さい。 

 

・  小樽検疫所では、制度施行後の器具等の届出の際は、確認した結果を備考欄に「ポ

ジティブリスト適合」と記載するようお願いすることとしています。 

 

②乳・乳製品・水産食品の衛生証明書 

・  本年 6月 1日より、乳及び乳製品及び水産食品（フグ、生食用カキ）の輸入につ

いては、衛生証明書の添付を義務付けることとなりました。 

 

・  対象食品を輸入届出する際は、衛生証明書を別途、食品監視課窓口に提出するこ

とになります。衛生証明書の様式は二国間協議により合意できた国のものから順

次、通知等でお知らせします。 

 



令和２年度
輸入食品監視指導計画等について

令和2年5月11日
小樽検疫所食品監視課
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1. 令和元年度輸入食品監視指導結果

2. 令和2年度輸入食品監視指導計画

3. 輸入者等における衛生管理

4. その他、留意事項
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資料の内容



1. 令和元年度輸入食品監視指導結果
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検疫所 平成30年度
届出件数

令和元年度
届出件数

届出件数
前年度比(％)

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ検査
件数

小樽 29,895 31,321 104 1,884

千歳空港 2,871 3,184 110 85

合計 32,766 34,505 105 1,969

(1) 全国の届出件数
2,545,299件（前年度2,482,623件）

(2) 小樽検疫所届出件数及びモニタリング検査実施状況(件数) 

※令和元年度は速報値

令和元年度輸入食品監視指導結果
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畜産食品(7%) 畜産加工品(3%)

水産食品(8%)
水産加工品

(9%)

農産食品(3%)

農産加工品

(15%)

その他の食品

(3%)飲 料(6%)
添加物(2%)

器 具(40%)

容器包装(1%) おもちゃ(4%)

令和元年度小樽検疫所届出品目の構成（％）

※届出件数 計34,505件

令和元年度輸入食品監視指導結果令和元年度輸入食品監視指導結果
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生産国・品目 不適格内容 検査内容 条文

マレーシア産 調整油脂 TBHQ 190㎍/g検出 自主検査 第10条

台湾産 加熱後摂取冷凍食品
（未加熱）：タピオカボール

生菌数2.7×107/g
E.coli陽性

自主検査 第11条

中国産 冷凍生食用むき身ウニ 生菌数1.2×105/g 自主検査 第11条

中国産 冷凍生食用ゆでがに
（フレーク）

生菌数2.9×105/g 自主検査 第11条

中国産 冷凍生食用ゆでがに
（本ずわい蟹棒肉）

生菌数1.2×106/g 自主検査 第11条

中国産 冷凍生食用ゆでがに
（紅ずわい蟹棒肉）

生菌数2.1×105/g 自主検査 第11条

中国産 無加熱摂取冷凍食品：おくら 大腸菌群陽性 モニタリング検査 第11条

米国産 うるち精米 カビの発生 行政検査 第6条

ベトナム産 冷凍甘エビ頭 二酸化硫黄0.11g/kg検出 モニタリング検査 第11条

韓国産 Ｄ－ソルビトール液 純度試験 不適 モニタリング検査 第11条

米国産 小麦(HARD RED WINTER) カビの発生 行政検査 第6条

米国産 小麦(WESTERN WHITE) カビの発生 行政検査 第6条

中国産 生食用冷凍むきウニ 生菌数6.1×105/g 自主検査 第11条

米国産 うるち精米 カビの発生 行政検査 第6条

令和元年度 小樽検疫所食品衛生法違反事例



2. 令和2年度輸入食品監視指導計画
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（１）適用期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日

（２）令和2年度のモニタリング検査等について

① モニタリング検査
令和2年度計画件数（全国）：99,700件（対前年度比△

約700件(増)）とし、違反の状況等を踏まえた検査を実施
するほか、輸入食品が関係する国内における食中毒事例
や海外における検出状況等を踏まえ、病原微生物に係る
検査（対前年度比△約1000件）についても実施します。

小樽検疫所（千歳空港を含む。）においては、前年度
と同等以上の計画件数を実施する予定です。

引き続き、検査該当の貨物を保管場所から流通する場
合には流通状況の把握に努め、販売計画書を提出してく
ださい。

令和2年度輸入食品監視指導計画
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② モニタリング検査以外の行政検査
初回輸入時、輸出国での衛生管理が特に重要な食品等が

輸入される場合、輸送途中で事故が発生した場合等におい
て必要に応じて検査を実施します。

（２）令和2年度のモニタリング検査等について

輸入者による自主管理を促進するため、輸入届出の内容
と実際の貨物の同一性を確認する貨物確認検査について実
施します。検査においては、必要に応じて貨物の開梱、採
取を行う場合があります。

令和2年度輸入食品監視指導計画



3. 輸入者等における衛生管理
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① 生産者等を通じて正確かつ最新の情報を入手して適正
な輸入届出を行い、特に初回輸入時の食品等及び食肉、
水産物等の輸出国での衛生管理が重要な食品に対して
は、輸入届出の内容と実際の貨物が同一であるか確認し
てください。

適正な輸入届出

② 継続的に輸入する場合にあっては、原材料、製造方法
等に変更がないこと、輸入届出の内容と実際の貨物が同
一であること及び輸入届出時に提示する自主検査等の成
績書の品目と輸入届出貨物が同一であることについて十
分確認してください。

輸入者等における衛生管理①



・検査対象品目について備考欄に記載してください。
＜記載例＞
100％自主検査(実施する検査項目〇〇)/ 検査命令 等

備考記載事項

12

輸入者等における衛生管理 ②

通関事業者等は、適切に輸入者へ監視指導等に関する
情報提供を行い、輸入者は届出に必要な正確な情報
(特に製造者(所)、輸出者、包装者、原産国等)を入手し、
検査強化対象品目（命令検査、自主検査）に該当する
ものであるか確認してください。

届出情報に基づき、輸入の都度、検査が必要な食品等に
該当する際には、届出書に記載して下さい。

検査強化対象品目の確認

輸入者等における衛生管理②



最新の検査強化対象品目の確認について（参考）

厚生労働省のＨＰを確認し、検査強化対象品目（命令検査、自主検査）
に該当するものか確認して届出を行ってください。

厚生労働省ウェブサイト 「令和２年度モニタリング実施通知」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10534.html          

13



最新の検査強化対象品目の確認について（参考）

厚生労働省ウェブサイト 「検査命令通知（令和２年度）」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10502.html

14
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輸入者等における衛生管理 ③

特に過去に輸入したことのない食品等や同種の食品に
ついて過去に法違反事例又は衛生上の問題が確認されて
いるものについては、事前に輸入食品相談指導室に相談
して下さい。

輸入前相談

相談は、輸入する商品等が具体的に決まり、製造工程、
原材料等に関する資料を入手しましたらFAX により相
談内容を明記の上、資料等を送付してください。

【照会先】
小樽検疫所食品監視課 輸入食品相談指導室

電話：0134-32-4304
FAX：0134-25-6069

輸入者等における衛生管理③



４．その他、留意事項

16
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①中国における輸出停止企業の取扱いについて
(令和2年1月28日付 事務連絡)

中国政府の機構改革に伴い、輸出停止企業に係るリスト
について運用が停止されましたので、届出書備考欄に
「NO LIST」等の記載は不要となります。

②「食品中の食品添加物分析法」の改正について
(令和元年6月28日付 薬生食基発0628 第2号,薬生食監発0628 第2号)

食品添加物の試験法が改正され、令和元年6月28日より
適用（令和2年6月27日までの間は従前の例によることが
できる。）しています。
登録検査機関にあっては、輸入時の自主検査の実施に
おいて、改定法に従い検査を実施するようお願いします。

昨年度に発出された通知等
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自主検査を実施している場合は、届出実績番号欄に検査実
施時の届出番号を記載又は、備考欄に検査年月日及び検査
項目(器具・容器包装、おもちゃの届出は「規格検査」の記載)
を記載して下さい。

1100×× 1

自主検査を実施している食品等

届出実績番号欄に検査実施時の届出番
号を記載又は、備考欄に検査年月日及び
検査項目(器具・容器包装、おもちゃの届
出は「規格検査」の記載)を記載

FAINSによる届出書の作成①



自主検査を実施していない継続輸入の食品等については、実
績番号の記載は不要である旨、連絡していましたが、初回貨物
を初回と申告することなく届出する事例があったことから、届出
実績番号欄に実績番号の記載又は備考欄に「実績あり」を記載
して下さい。

自主検査を実施していない継続輸入の食品等

1100×× 1 届出実績番号欄に実績番号の記載又は
備考欄に「実績あり」を記載
なお、引き続き、初回貨物の際には貨物
の種類を「初回」としてください。

FAINSによる届出書の作成

19

FAINSによる届出書の作成②
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FAINSによる届出書の作成

・ 製造者(所)、輸出者、包装者に個別の輸入食品監視支援業
務関連コード（以下、個別コード）が付与されている場合は
個別コードを使用して下さい。

個別コードの確認

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/system/code/fains-code.html

コードの確認はNACCS掲示板の「輸入食品監視支援業務関連コード」
より確認下さい。

FAINSによる届出書の作成③
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・ 原材料や製造方法で個別コードが無い場合は、日本語で直
接入力(原材料：ZYY、製造方法:Z00)して下さい。

Z00 原料すりつぶしｰ混合ｰ加熱殺菌（中心部70℃３０分）ｰ包装

 製法コード：従来通り、製法コードがあるものは個別コード使用
(例)H03：破砕-発酵-おり引き-貯蔵-ろ過-瓶詰

 該当する製法コードがない場合、Z00(ゼットゼロゼロ）を入力し、具体的な製
法を横の欄に記載
（例)Z00：すりつぶしｰ混合ｰ加熱殺菌（中心部70℃３０分）ｰ包装
製造方法名欄は全角90桁入力可能

 原則、ローマ字による半角入力を行わず、日本語による全角入力（日本が表
記が困難なもの、数字は半角英数字）するようお願いします。

 自由入力欄に収まらず、備考欄に記載している事例があります。欄内に収
まるように簡潔に記載するようお願いします。

FAINSによる届出書の作成FAINSによる届出書の作成④



届出番号を右クリックして業務
リンクよりＭＳＦ01を選択

・民間利用者によるＩＦＡ（食品等輸入届出事項登録）実施後の画面

・ 添付書類は、MSF01を利用して電子ファイル(PDF形式)で届出
に添付して下さい。なお、資料を添付して届出した届出書に追加
資料を添付する場合は、添付したすべての資料を再添付して登
録するようにお願いします。

FAINSによる届出書の作成

22

FAINSによる届出書の作成⑤



①添付ファイルの追加ボタンを押下して、添付ファイル
を選択。
原則、添付ファイルはPDF形式での添付をお願いします。

ＭＳＦ01の画面が立ち上がるので、必要な内容を入力（届出番号入力済）

②添付ファイルが
表示される。

④送信ボタンで送
付される。

訂正する時は、送付削除に「Ｄ」を入力
し、送信ボタン押下し、全削除した後に、
再度、全ての添付ファイルを添付し、送
信する。

③送付時に通信欄で提出書類の内容を添える。

※届出書の提出後に添付書類の差し替えや追加等を
行う際には、その旨を「通信欄」で連絡するようお
願いします。

FAINSによる届出書の作成

23

FAINSによる届出書の作成⑤
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① 世界的な感染拡大を受け、全世界的に郵便・物流シス
テムの停滞が懸念されています。輸入食肉等に係る衛生
証明書が通関手続きまでに到着しない等の場合にあって
は検疫所窓口にご相談下さい。

② 検疫所による検疫強化に伴う検査業務の集約化及び国
内物流事業者の業務縮小により、モニタリング検査の結
果が通常の検査機関に検体が到着後から７開庁日を超
える場合があります。

引き続き、事前輸入相談、事前届出制度を
活用する等、円滑な届出業務に努めて下さい。

新型コロナウイルスによる業務影響



食品衛生法の改正について
（食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度の導入）

25
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食品用器具・容器包装の安全性や規制の国際整合性の確保のため、規格が定
まっていない原材料を使用した器具・容器包装の販売等の禁止等を行い、安全が
担保されたもののみ使用できることになります 。

改正後（ポジティブリスト制度）現行

消
費
者

原
材
料

製
造
事
業
者

器
具
・
容
器
包
装

販
売
事
業
者

器
具
・
容
器
包
装

製
造
事
業
者

食
品
製
造
・
販
売
事
業
者

（
器
具
・
容
器
包
装
使
用
者
）

ポジティブリスト適合性を
確認できる情報を提供

製造管理規範（GMP）による製造管理の制度化
＊原材料の確認 ＊製品の規格基準への適合確認
＊製造の記録の保存等
※ポジティブリスト対象外の器具・容器包装製造事業者は一般衛生管理
を適用

ポジティブリスト制度による国のリスク管理
・監視指導（事業者の把握、指導）
・輸入監視

求めに応じ、
ポジティブリスト適合性を
確認できる情報を提供

（参考）全体像

原則使用を認めた上で、使用を制限する物質
を定める。海外で使用が禁止されている物質
であっても、規格基準を定めない限り、直ちに
規制はできない。

原則使用を禁止した上で、使用を認め
る物質を定め、安全が担保されたもの
のみ使用できる。

国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備



ポジティブリスト制度の対象となる材質は、以下のこ
とから合成樹脂（ゴム製のものを除く※）となります。

①様々な器具及び容器包装に幅広く使用され公衆衛生
に与える影響を考慮すべきこと

②欧米等の諸外国においてポジティブリスト制度の対
象とされていること

③事業者団体による自主管理の取組の実績があること

※「ゴム」は「熱可塑性がなく、架橋構造を有する高分子の
弾性体」とし、合成樹脂とは区別する。

27

ポジティブリストの対象として政令で定める材質

食品衛生法施行令（昭和28年政令第229号）
（法第18条第３項の材質）
第１条 食品衛生法第18条第３項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。



合成樹脂の構造・添加剤について

ポリマーモノマー 合成樹脂

柔らかくする薬（可塑剤）
分解を防ぐ薬（酸化防止剤）
材質を強くする薬（充填剤）

材 料 製 品

ひとつ たくさん 添加剤

例）エチレン 例）ポリエチレン

合成樹脂は、高分子化合物（ポリマー）であり、単量体（モノマー）が重合して繰り
返し構造となっている。

28



ポジティブリスト制度において管理する物質

29

＊基ポリマー（微量モノマーを含む。）、添加剤・塗布剤
をポジティブリスト制度において管理

最終製品に残存することを意図して用いられる物質をポジティブリストで管理
最終製品に残存することを意図しない物質はこれまでのリスク管理方法により管理

不純物・非意図的生成物

基ポリマー 加工原料 最終製品
（器具・容器包装）

中間製品
（フィルム・シート等）

添加剤等 a 添加剤等 c添加剤等 b

モノマー

添加剤等 d反応制御剤
（触媒等）

＊ ＊＊

＊
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基ポリマーの取扱い（98％ルール、微量モノマーの扱い）

・ ポリマー構成成分の微量モノマーは企業の営業秘密情報に直結しており、食品衛生
法のポジティブリスト制度においても公衆衛生上の安全を担保した上で配慮が必要。

・ 基ポリマーの構成成分の 98 wt％ 超をリストに収載されているポリマーで構成される
ことを規定する。

・ 残りのポリマー構成成分（微量モノマー）として使用可能な物質は、樹脂ごとのポリマー
のリストとは別に「微量モノマーリスト」に明示して管理する。



ポジティブリスト制度の適用について

・器具・容器包装のポジティブリスト制度は令和２年
６月１日から施行されます。

・ 法律の経過措置において、施行までに製造等された器
具・容器包装は、施行後も新たな制度の適用は受けな
いこととされています。

・令和２年４月２８日付厚生労働省告示第１９６号により、ポジ
ティブリスト未掲載等の物質であっても、施行時に既
に流通していることが確認できるものであれば、一定
期間使用可能とする経過措置期間（５年間）が設定さ
れています。

31



制度導入における留意事項について

制度の施行は本年６月１日となり、原材料の確認については時間を要す
ることが予想されることから、厚生労働省のＨＰに掲載のポジティブリストを
確認し、リストに適合していることの確認作業を行ってください。

厚生労働省ウェブサイト 「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05148.html

32

令和２年４月２８日付厚生労働省告示
第１９６号に基づく

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05148.html
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制度の施行における留意事項

① 輸入する製品について、ポジティブリストに適合していることの確認は、
第一に製造者、輸出者等から書面にて行うようにしてください。
書面による確認内容は原材料のリストの適合性の確認を求めるもの

であり、個々の原材料の物質名称、 使用量の報告を求めるものでは
ありません。

② 書面の様式は問いませんが、製品を特定する情報（製造者（所）名称、所
在地、製品名等）が記載され、届出する製品との関係性が確認できるもの
（製造者等より、製造される全製品がポジティブリストに適合している等、製
品を包括し、適合性を証明する場合の確認を含む。）としてください。
なお、書面による確認が困難な場合は、適宜、ご相談ください。

ポジティブリストの適合性の確認方針案（小樽検疫所の扱い）
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制度導入における留意事項について

輸入届出時の確認方法案（小樽検疫所の扱い）

① 小樽検疫所では、制度施行の６月１日以降、届出時のポジティブリスト適
合性の確認は、備考欄の記載（「ポジティブリスト適合」等）で確認し、必要に
応じて書面の提出を求めることを検討しています。

② 施行時に既に流通していることが確認できるものであれば、一定期間
使用可能とする経過措置期間(５年間)の設定されています。
施行前の実績があることが確認できるように必要に応じて施行前の実績番
号欄に実績番号を記載してください。

③ 届出する製品でポジティブリスト未掲載の物質等の使用が確認された場合
は、適宜、リスト追加の等の手続を行ってください。



XXX

器具・容器包装の入力例

・ポジティブリスト適合の確認が必要な材質は
合成樹脂のため「ＰＰ」,「フッ素樹脂」となる

・適合性の確認を備考欄に記載（樹脂名は記載不要）
・施行以前から輸入実績があることが確認できるように
必要に応じて施行前の実績番号欄に実績番号を記載

・ 「ポジティブリスト確認中」等の記載は不要です

ポジティブリスト適合
35

XXX



食品衛生法の改正
（乳・乳製品・水産食品の衛生証明書の取り扱い）

36



健康な獣畜の肉、臓器、食肉製品に加え、
乳及び 乳製品を対象とする

輸入食品の安全性確保

衛生証明書の添付義務：健康な獣畜由来である
ことの確認(改正食品衛生法第10条第2項関係）

衛生管理によっては食品衛生上のリスクが高まるおそれがあ
る食品の輸入に当たっては、食品衛生上の管理状況等につい
て、輸出国政府による衛生証明書の添付を要件とする。

乳・乳製品の衛生証明書の取り扱い

37

衛生証明書
の添付義務
を法定化

厚生労働省令（食品衛生法施行規則第８条）で新たに規定

施行は本年６月１日となるため、対象食品を輸入届出する際は、衛
生証明書を別途、食品監視課窓口に提出することになります。
衛生証明書の様式は二国間協議により合意できた国のものから順
次、通知等で示される予定。



輸入食品の安全性確保

＜衛生証明書の添付が義務化される乳・乳製品＞
・乳
（牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪乳、無脂肪
牛乳、加工乳）

・乳製品
（クリーム、バター、チーズ(プロセスチーズを除く)、濃縮ホエイ、
濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖
脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウ
ダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、
加糖粉乳及び発酵乳）

乳・乳製品の衛生証明書の取り扱い

38

バターオイル、チーズ(プロセスチーズ)、アイスクリーム類、調製粉乳、乳酸菌飲
料、乳飲料は輸出国政府による衛生証明書の添付要件から除かれてます。

衛生証明書の添付を求める乳及び乳製品の範囲
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（乳等省令）に規定する乳及び

乳製品の範囲内で、我が国が動物衛生の観点から既に衛生証明書を求めて
いる品目を参考にして選定



既存の食肉等に対する証明書や、動物衛生の観点から乳等に求めて
いる証明書の記載事項を考慮する。

＜主な記載事項＞
１．名称及びその原料の乳の種類＊１＊２

２．数量及び数重量＊１ ＊２

３．荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地) ＊１＊２

４．荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地) ＊１＊２

５．当該製品が製造された製造所の名称及び所在地＊１

６．疾病、異常を有する又はへい死した獣畜の乳を使用していない旨
（健康な獣畜の乳を使用している旨）＊１ ＊２

７．製品の製造が我が国と同等の基準に基づき、衛生的に行われた旨＊１

８．製品の製造が行われた年月＊１＊２

９．証明書を発行した輸出国の政府機関の名称又は署名した職員の
官職指名

＊１食肉等に対する衛生証明書で同様の記載を要求している事項
＊２乳等に対する動物衛生に関する証明書で要求している事項

乳製品の衛生証明書の取り扱い

39

衛生証明書の記載事項（食品衛生法施行規則 第９条）



輸出国において検査や管理が適切に行われた旨を確認し、輸
入食品の安全性を確保するため、衛生管理や衛生証明書の添付
を輸入要件化する。

生産地における衛生管理状況等の確認のため、現在、フグ、
生食用カキについて通知で求めている衛生証明書の添付を省
令(食品衛生法施行規則 第11条の2)で規定

衛生証明書の添付義務：生産地における衛生管理
状況等の確認(改正食品衛生法第1１条第2項関係)
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水産食品の衛生証明書の取り扱い

衛生証明書
の添付義務
を法定化

施行は本年６月１日となるため、対象食品を輸入届出する際は、衛
生証明書を別途、食品監視課窓口に提出することになります。
衛生証明書の様式は二国間協議により合意できた国のものから順
次、通知等で示される予定。



改正前

改正後

衛生証明書
の添付義務
を法定化

【生食用カキ（通知にて規定）】
現在、日本に生食用カキを輸出できる国

アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、
アイルランド、韓国

※ 採捕海域等の衛生管理体制が日本と同等であることが確認出来た国であることが
前提条件

日本に生食用カキを輸出できる全ての国から省令（食品衛生法施行規則）
において衛生証明書添付を要求《省令で対象食品及び記載内容を規定》

【主な記載事項】
1. 荷送人、荷受人の名称、所在地
2. 処理施設の名称、所在地(浄化が行われている場合の施設名称、所在地)
3. 採捕獲海域、採捕年月日
4. 数重量
5. 政府に承認された施設で処理され、日本の加工基準等に基づく衛生管理と同

等である旨等

生産地における食品衛生上の管理の状況の証明が必要であるものとして厚生労働
省令で定める食品又は添加物は、輸出国の政府機関

※
によって発行され、かつ、当

該事項を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを販売の用
に供するために輸入してはならない。
※ 輸出国の政府機関には、権限を有する地方政府を含む

【法第11条第2項 条文（抜粋）】
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水産食品の衛生証明書の取り扱い



【フグ（通知にて規定） 】
輸入に際しては、輸出国の公的機関が発行した衛生証明書を添付
対日輸出用フグについては、漁獲海域※１及び品種※2が限定

※１ 日本海、渤海、黄海、東シナ海で漁獲されたものに限る
※２ トラフグ、マフグ、ヒガンフグ、シロサバフグ、カナフグ等に限る

輸入されるフグについて、省令（食品衛生法施行規則）において衛生
証明書添付を要求 《省令で対象食品及び記載内容を規定》

【主な記載事項】
1. フグの種類（学名）
2. 荷送人、荷受人の名称、所在地
3. 採捕獲海域、採捕年月日
4. 処理施設の名称、所在地
5. 数重量、保管状況
6. 処理が行われた場合、政府に管理された施設で適切且つ衛生的に処理

された旨 等

【法条文（抜粋）】

生食用カキの場合と同じ
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水産食品の衛生証明書の取り扱い

衛生証明書
の添付義務
を法定化

改正後

改正前


